
 
 

お客様各位 

                                         株式会社筑波銀行 

 

個人ローン債権管理・回収業務の外部委託開始について 

 

平素より筑波銀行をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 

筑波銀行は、平成２５年７月より個人のお客さま向けローン債権の管理・回収業務につきまして、日本債権回

収株式会社へ業務委託することといたしましたのでお知らせします。 

 つきましては、業務委託開始以降、お支払いが遅れたお客さまに対しては、日本債権回収株式会社から別紙

書面および電話によりご連絡をさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。 

  

記 

 

１．業務委託先の概要 

会社名：日本債権回収株式会社（略称：ＪＣＳ） 

本 社：東京都千代田区麹町１丁目３番地 ニッセイ半蔵門ビル 

設 立：１９９９年１月（法務大臣許可番号第２号） 

（株式会社オリエントコーポレーションの１００％子会社） 

 

※ 債権回収会社（サービサー）とは、「債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）」に基づき

法務大臣の許可を受けた民間の専門業者で、債権の管理回収に係る様々なサービスを総合的に提供す

ることから「サービサー」と呼ばれています。 

 

２．委託業務の内容 

  （１）電話による入金交渉業務 

（２）文書作成・発送業務 

（３）内容証明郵便作成・発送業務 

（４）代位弁済手続書類の代理作成業務 

 

以 上 



[ 委託会社 ]

〒123-1234

○○○県○○○市○○○４丁目１番地１号棟

[ 債権管理回収業務受託会社 ]
筑波　太郎　様

　JCSサービシングセンター

【契約内容】 　

ご請求金額は、平成 **年 **月 **日現在の金額です。

なお、遅延損害金の表示がある場合は、ご入金日までの

日数に応じて別途遅延損害金が加算されますので、多め

にご入金いただきますようお願いいたします。

【支払方法】
　 下記口座に直接ご入金下さい。

本店営業部

筑波　太郎◆本状と行き違いにお支払の場合は、何卒ご容赦くださいます
　　ようお願い申し上げます。

◆なお、ご不明な点がございましたら、当社までご連絡下さい。 12345678901234567890

名義人

支店名

口座番号

顧客番号

普通預金　12***67

請求月 平成 25年 7月 ～

金融機関名 筑波銀行

筑波　太郎

商　品　名 ○○○フリーローン

契　約　日 平成 20年 12月 31日

利　　　率

請　求　額　合　計

2.654％
遅延損害金

遅 延 元 本

未 収 利 息当初契約金額
（極度額） 1,000,000円

そ  の  他 2,000円

3,000円

25,000円

5,000円

受　託　の　ご　通　知
※「ＪＣＳ」は「日本債権回収株式会社」の略称です。

（許可番号 法務大臣 第２号）

遅延損害金率 14.000％

内
　
訳

契　約　者 支　払　期　限 平成 25年 7月 31日

35,000円

草々

　前略、筑波　太郎様と筑波銀行との下記ご契約に関しまして、当社『ＪＣＳ』は、「サービサー法」に基づき、
筑波銀行より債権管理回収に関する業務の委託を受けました。今後、下記契約の問い合わせ窓口は当社と
なりますのでご通知いたします。
　現在お客さまがご利用されている下記契約について請求月の入金が確認できておりません。つきまして
は、下記内容をご確認のうえ、ご入金くださいますようお願い申し上げます。

平成 **年 **月 **日作成日

　〒350-0809
　埼玉県川越市鯨井新田６番地１
　第三今泉ビル４Ｆ

　Tel 049-239-6820
　文書送付責任者 ○○○○

株式会社筑波銀行
〒300-0043

茨城県土浦市中央２丁目１１番７号
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